
1 

電
気
通
信
事
業
政
策
部
会
に
お
け
る
委
員
会
の
設
置
の
一
部
改
正
案

新
旧
対
象
条
文

〇
電
気
通
信
事
業
政
策
部
会
に
お
け
る
委
員
会
の
設
置
（
令
和
五
年
八
月
二
十
九
日
情
報
通
信
審
議
会
電
気
通
信
事
業
政
策
部
会
決
定
第
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

本
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
本
部
会
が
つ
か
さ
ど
る
調
査
審
議
を
促
進
す

る
た
め
、
情
報
通
信
審
議
会
議
事
規
則
第
十
一
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
本

部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、
次
の
委
員
会
を
設
置
す

る
。［

一

略
］

［
１
～
３

略
］

４

固
定
電
話
サ
ー
ビ
ス
移
行
円
滑
化
委
員
会

固
定
電
話
サ
ー
ビ
ス
移
行
の
円
滑
化
の
た
め
の
政
策
の
在
り
方
に
関

す
る
事
項

［
二
・
三

略
］

改

正

案

本
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
本
部
会
が
つ
か
さ
ど
る
調
査
審
議
を
促
進
す

る
た
め
、
情
報
通
信
審
議
会
議
事
規
則
第
十
一
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
本

部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、
次
の
委
員
会
を
設
置
す

る
。［

一

同
上
］

［
１
～
３

同
上
］

４

電
話
網
移
行
円
滑
化
委
員
会

電
話
網
移
行
の
円
滑
化
の
た
め
の
政
策
の
在
り
方
に
関
す
る
事
項

［
二
・
三

同
上
］

現

行


	01 資料83-3【1】表紙
	02 資料83-3【2】新旧対照表
	03 資料83-3【3】（改正後）事業政策部会決定第六号（R07.2.13）



